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Ⅱ 調査結果の概要 

 

１ 民児協ならびに市区町村の概要について 
 

（１） 地方公共団体の区分 
本調査に回答いただいた民児協の地方公共団体の区分は、「政令指定都市」（1.4％）、「中核市」

（3.9％）、「一般市」(39.7％)、「東京特別区」（1.4％）、「政令指定都市内の行政区」(8.6％)、「町」

(36.6％)、「村」（8.4％）となっている。 

 

図表 １－１ 地方公共団体の区分 

 
 

  

n= 1,357

1.4 3.9 39.7 1.4 8.6 36.6 8.4 
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（２） 法定単位民児協数 

法定単位民児協数は、「単位民児協（１民児協）」(49.8％)が最も高く、次いで「５～９」(16.5％)、

「１０～１９」(15.7％)となっている。 

 

図表 １－２ 法定単位民児協数 

 

 

市区町村別にみると、市では、「５～９」(32.1％)が最も高く、次いで「１０～１９」(22.9％)、

「単位民児協（１民児協）」(10.6％)となっている。 

区では、「１０～１９」(55.0％)が最も高く、次いで「５～９」(21.4％)、「２０～２９」(12.2％)

となっている。 

町村では、「単位民児協（１民児協）」(98.8％)が最も高く、次いで「３０以上」(0.5％)、「１０～

１９」(0.3％)となっている。 

 

図表 １－３ 法定単位民児協数（市区町村別） 
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49.8 2.3 4.6 4.0 16.5 15.7 3.6 3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単位民児協（１民児協） ２つ ３つ ４つ ５～９ １０～１９ ２０～２９ ３０以上 d
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（３） 任意単位民児協数（みなし単位民児協） 

任意単位民児協数（みなし単位民児協）は、「任意単位民児協はなし（０）」(84.7％)が最も高く、

次いで「１～９」(13.0％)、「１０～１９」(1.5％)となっている。 

 

図表 １－４ 任意単位民児協数（みなし単位民児協） 

 

 

市区町村別にみると、市では、「任意単位民児協はなし（０）」(83.7％)が最も高く、次いで「１～

９」(11.9％)、「１０～１９」(2.9％)となっている。 

区では、「任意単位民児協はなし（０）」(91.5％)が最も高く、次いで「１～９」(5.7％)、「１０～

１９」(1.9％)となっている。 

町村では、「任意単位民児協はなし（０）」(84.4％)が最も高く、次いで「１～９」(15.6％)となっ

ている。 

 

図表 １－５ 任意単位民児協数（みなし単位民児協）（市区町村別） 

 

  

n= 1,132

84.7 13.0 1.5 
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２ 民児協の構成、組織・運営 

 

（１） 民生委員・児童委員 

１） 定数 

民生委員・児童委員の定数は、「１００～１９９人」(22.7％)が最も高く、次いで「５０～９９人」

(22.1％)、「３０～４９人」(12.9％)となっている。 

 

図表 ２－１ 民生委員・児童委員の定数 

 

 

市区町村別にみると、市では、「１００～１９９人」(41.9％)が最も高く、次いで「５０～９９人」

(23.7％)、「２００～２９９人」(13.5％)となっている。 

区では、「１００～１９９人」(37.0％)が最も高く、次いで「２００～２９９人」(33.3％)、「３０

０～４９９人」(25.9％)となっている。 

町村では、「３０～４９人」(28.6％)が最も高く、次いで「５０～９９人」(25.2％)、「２０～２９

人」(21.7％)となっている。 

 

図表 ２－２ 民生委員・児童委員の定数（市区町村別） 
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２） 現員数 

民生委員・児童委員の現員数は、「１００～１９９人」(22.4％)が最も高く、次いで「５０～９９

人」(21.5％)、「３０～４９人」(14.2％)となっている。 

 

図表 ２－３ 民生委員・児童委員の現員数 

 

 

市区町村別にみると、市では、「１００～１９９人」(40.1％)が最も高く、次いで「５０～９９人」

(25.6％)、「２００～２９９人」(13.4％)となっている。 

区では、「１００～１９９人」(42.2％)が最も高く、次いで「２００～２９９人」(34.8％)、「３０

０～４９９人」(19.3％)となっている。 

町村では、「３０～４９人」(30.3％)が最も高く、次いで「５０～９９人」(21.9％)、「１０～１９

人」(21.2％)となっている。 

 

図表 ２－４ 民生委員・児童委員の現員数（市区町村別） 
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３） 性別 

民生委員・児童委員の性別は、「男性」(36.0％)、「女性」(64.0％)となっている。 

 

図表 ２－５ 民生委員・児童委員の性別 

 

※ｎ数は、男性人数、女性人数の合計 

 

市区町村別にみると、市では、「男性」(37.2％)「女性」(62.8％)となっている。 

区では、「男性」(26.5％)、「女性」(73.5％)となっている。 

町村では、「男性」(41.2％)、「女性」(58.8％)となっている。 

 

図表 ２－６ 民生委員・児童委員の性別（市区町村別） 
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36.0 64.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 d

36.0 
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４） 充足率 

民生委員・児童委員の充足率は、「１００％」(35.5％)が最も高く、次いで「９８～９９.9％」

(13.1％)、「９６～９７.9％」(11.7％)となっている。 

 

図表 ２－７ 民生委員・児童委員の充足率 

 

 

市区町村別にみると、市では、「９８～９９．９％」(22.7％)が最も高く、次いで「100％」

(19.6％)、「９６～９７．９％」(14.7％)となっている。 

区では、「９０～９１．９％」(19.3％)が最も高く、次いで「９４～９５．９％」(17.0％)、「８５

～８９．９％」(17.0％)となっている。 

町村では、「100％」(58.7％)が最も高く、次いで「９６～９７．９％」(8.2％)、「９４～９５．

９％」(7.6％)となっている。 

 

図表 ２－８ 民生委員・児童委員の充足率（市区町村別） 
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（２） 主任児童委員 

１） 定数 

主任児童委員の定数は、「２人」(26.0％)が最も高く、次いで「１０～１９人」(17.8％)、「５～９

人」(13.6％)となっている。 

 

図表 ２－９ 主任児童委員の定数 

 

 

市区町村別にみると、市では、「１０～１９人」(34.3％)が最も高く、次いで「５～９人」

(25.9％)、「２０～２９人」(14.8％)となっている。 

区では、「２０～２９人」(34.8％)が最も高く、次いで「３０～３９人」(24.4％)、「１０～１９人」

(23.7％)となっている。 

町村では、「２人」(57.7％)が最も高く、次いで「３人」(24.8％)、「４人」(7.4％)となっている。 

 

図表 ２－１０ 主任児童委員の定数（市区町村別） 

 

  

n= 1,356

0.1 

2.9 26.0 12.0 4.7 13.6 17.8 10.2 5.7 2.1 4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５～９人

１０～１９人 ２０～２９人 ３０～３９人 ４０～４９人 ５０人以上 d

0.1 

0.0 

0.0 

0.2 

2.9 

0.0 

0.0 

6.4 

26.0 

0.2 

0.0 

57.7 

12.0 

2.0 

0.0 

24.8 

4.7 

2.9 

0.7 

7.4 

13.6 

25.9 

4.4 

3.1 

17.8 

34.3 

23.7 

0.0 

10.2 

14.8 

34.8 

0.0 

5.7 

7.0 

24.4 

0.2 

2.1 

2.8 

8.9 

0.0 

4.9 

10.1 

3.0 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体（n=1,356)

市（n=613）

区（n=135）

町村（n=608）

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５～９人

１０～１９人 ２０～２９人 ３０～３９人 ４０～４９人 ５０人以上 d

- 14 -



15 

 

２） 現員数 

主任児童委員の現員数は、「２人」(25.6％)が最も高く、次いで「１０～１９人」(18.2％)、「５～

９人」(14.3％)となっている。 

 

図表 ２－１１ 主任児童委員の現員数 

 

 

市区町村別にみると、市では、「１０～１９人」(33.3％)が最も高く、次いで「５～９人」

(27.1％)、「２０～２９人」(14.5％)となっている。 

区では、「２０～２９人」(31.1％)が最も高く、次いで「１０～１９人」(31.1％)、「３０～３９人」

(24.4％)となっている。 

町村では、「２人」(56.9％)が最も高く、次いで「３人」(21.9％)、「１人」(9.4％)となっている。 

 

図表 ２－１２ 主任児童委員の現員数（市区町村別） 
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３） 性別 

主任児童委員の性別は、「男性」(13.1％)、「女性」(87.0％)となっている。 

 

図表 ２－１３ 主任児童委員の性別 

 

※ｎ数は、男性人数、女性人数の合計 

 

市区町村別にみると、市では、「男性」(13.1％)、「女性」(86.9％)となっている。 

区では、「男性」(9.9％)、「女性」(90.2％)となっている。 

町村では、「男性」(19.6％)、「女性」(80.4％)となっている。 

 

図表 ２－１４ 主任児童委員の性別（市区町村別） 

 

  

n= 20,155

13.1 87.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 d

13.1 

13.1 

9.9 

19.6 

87.0 

86.9 

90.2 

80.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体（n=20,155)

市（n=15,258)

区（n=3,311)

町村（n=1,586)

男性 女性 d

- 16 -



17 

 

４） 充足率 

主任児童委員の充足率は、「１００％」(76.5％)が最も高く、次いで「８５～８９.９％」(3.8％)、

「９２～９３.９％」(3.7％)となっている。 

 

図表 ２－１５ 主任児童委員の充足率 

 

 

市区町村別にみると、市では、「１００％」(68.2％)が最も高く、次いで「９６～９７．９％」

(5.5％)、「９２～９３．９％」(5.4％)となっている。 

区では、「１００％」(34.8％)が最も高く、次いで「８５～８９．９％」(16.3％)、「９２～９３．

９％」(12.6％)となっている。 

町村では、「１００％」(94.1％)が最も高く、次いで「０～７４．９％」(5.8％)、「７５～７９．

９％」(0.2％)となっている。 

 

図表 ２－１６ 主任児童委員の充足率（市区町村別） 
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（３） 年齢構成 

１） 民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員の年齢構成は、「７０～７４歳」(31.2％)が最も高く、次いで「６５～６９歳」

(28.1％)、「６０～６４歳」(15.9％)となっている。 

 

図表 ２－１７ 民生委員・児童委員の年齢構成 

 

         ※ｎ数は、各年代の人数の合計 

 

市区町村別にみると、市では、「７０～７４歳」(31.7％)が最も高く、次いで「６５～６９歳」

(27.8％)、「６０～６４歳」(15.7％)となっている。 

区では、「７０～７４歳」(28.9％)が最も高く、次いで「６５～６９歳」(24.7％)、「５０歳代」

(18.3％)となっている。 

町村では、「６５～６９歳」(34.1％)が最も高く、次いで「７０～７４歳」(30.1％)、「６０～６４

歳」(16.1％)となっている。 

 

図表 ２－１８ 民生委員・児童委員の年齢構成（市区町村別） 
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２） 主任児童委員 
主任児童委員の年齢構成は、「５０歳代」(36.4％)が最も高く、次いで「６０～６４歳」(21.6％)、

「６５～６９歳」(16.7％)となっている。 

 

図表 ２－１９ 主任児童委員の年齢構成 

 

※ｎ数は、各年代の人数の合計 

 

市区町村別にみると、市では、「５０歳代」(35.4％)が最も高く、次いで「６０～６４歳」

(21.7％)、「６５～６９歳」(17.9％)となっている。 

区では、「５０歳代」(50.0％)が最も高く、次いで「６０～６４歳」(21.2％)、「４０歳代」

(18.7％)となっている。 

町村では、「６５～６９歳」(26.6％)が最も高く、次いで「６０～６４歳」(21.3％)、「５０歳代」

(20.8％)となっている。 

 

図表 ２－２０ 主任児童委員の年齢構成（市区町村別） 
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（４） 役員構成 

１） 会長 

① 委員経験期数 

市区町村民児協会長の委員経験期数は、「５～９期」(47.9％)が最も高く、次いで「１０期以上」

(15.2％)、「４期」(15.0％)となっている。 

 

図表 ２－２１ 会長の委員経験期数 

 
 

市区町村別にみると、市では、「５～９期」(52.7％)が最も高く、次いで「１０期以上」(18.1％)、

「４期」(12.9％)となっている。 

区では、「５～９期」(52.7％)が最も高く、次いで「１０期以上」(36.6％)、「４期」(6.1％)となっ

ている。 

町村では、「５～９期」(42.0％)が最も高く、次いで「４期」(19.1％)、「３期」(15.1％)となって

いる。 

 

図表 ２－２２ 会長の委員経験期数（市区町村別） 

 

  

n= 1,336

2.5 7.3 12.1 15.0 47.9 15.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１期 ２期 ３期 ４期 ５～９期 １０期以上 d

2.5 

1.2 

0.8 

4.2 

7.3 

4.1 

0.0 

12.0 

12.1 

10.9 

3.8 

15.1 

15.0 

12.9 

6.1 

19.1 

47.9 

52.7 

52.7 

42.0 

15.2 

18.1 

36.6 

7.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体（n=1,336)

市（n=603）

区（n=131）

町村（n=602）

１期 ２期 ３期 ４期 ５～９期 １０期以上 d

- 20 -



21 

 

② 単位民児協会長任期数 

市区町村民児協会長の単位民児協会長任期数は、「１期」(26.2％)が最も高く、次いで「２期」

(22.8％)、「５～９期」(19.4％)となっている。 

 

図表 ２－２３ 会長の単位民児協会長任期数 

 

 

市区町村別にみると、市では、「５～９期」(25.1％)が最も高く、次いで「２期」(23.1％)、「３期」

(21.2％)となっている。 

区では、「５～９期」(40.2％)が最も高く、次いで「３期」(19.7％)、「４期」(18.9％)となってい

る。 

町村では、「１期」(45.2％)が最も高く、次いで「２期」(25.6％)、「３期」(15.1％)となっている。 

 

図表 ２－２４ 会長の単位民児協会長任期数（市区町村別） 
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③ 会長の属性 

会長は、「区域担当委員」(97.1％)、 「主任児童委員」(2.9％)となっている。 

 

図表 ２－２５ 会長の属性 

 

 

市区町村別にみると、市では、「区域担当委員」(98.0％)、「主任児童委員」(2.0％)となっている。 

区では、「区域担当委員」(98.5％)、「主任児童委員」(1.5％)となっている。 

町村では、「区域担当委員」(96.0％)、「主任児童委員」(4.0％)となっている。 

 

図表 ２－２６ 会長の属性（市区町村別） 
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２） 副会長 

① 人数 

副会長の人数は、「２人」(52.1％)が最も高く、次いで「３人」(19.0％)、「１人」(17.9％)となっ

ている。 

 

図表 ２－２７ 副会長の人数 

 
 

市区町村別にみると、市では、「２人」(45.7％)が最も高く、次いで「３人」(26.4％)、「１人」

(10.5％)となっている。 

区では、「２人」(58.5％)が最も高く、次いで「１人」(19.3％)、「３人」(17.8％)となっている。 

町村では、「２人」(57.1％)が最も高く、次いで「１人」(25.2％)、「３人」(11.8％)となっている。 

 

図表 ２－２８ 副会長の人数（市区町村別） 
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３ 事務局機能 

 

（１） 事務局の所在 

事務局の所在は、「行政が事務局を担当している」(67.1％)、「社会福祉協議会が事務局を担当して

いる」(28.0％)となっている。 

 

図表 ３－１ 事務局の所在 

 
 

（２） 職員数（専任職員＋兼任職員） 

職員数（専任職員＋兼任職員）は、「１人」(39.9％)が最も高く、次いで「２人」(31.2％)、「３人」

(13.6％)となっている。 

 

図表 ３－２ 専任職員と兼任職員の全体合計 
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市区町村別にみると、市では、「２人」(33.3％)が最も高く、次いで「１人」(31.6％)、「３人」

(16.2％)となっている。 

区では、「１人」(32.5％)が最も高く、次いで「４人」(20.6％)、「２人」(19.8％)となっている。 

町村では、「１人」(49.8％)が最も高く、次いで「２人」(31.5％)、「３人」(10.1％)となっている。 

 

図表 ３－３ 専任職員と兼任職員の全体合計（市区町村別） 
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４ 市区町村民児協の財政・財源について 

 

（１） 全体収入予算額 

全体収入予算額は、「１０００万円以上」(25.0％)が最も高く、次いで「２００～２９９万円」

(11.6％)、「３００～３９９万円」(8.2％)となっている。 

 

図表 ４－１ 全体収入予算額 

 

 

市区町村別にみると、市では、「１０００万円以上」(43.3％)が最も高く、次いで「２００～２９

９万円」(9.6％)、「８００～９９９万円」(8.7％)となっている。 

区では、「１０００万円以上」(28.2％)が最も高く、次いで「５０～９９万円」(13.0％)、「５００

～５９９万円」(9.9％)となっている。 

町村では、「２００～２９９万円」(13.8％)が最も高く、次いで「５０～９９万円」(11.9％)、「３

００～３９９万円」(10.7％)となっている。 

 

図表 ４－２ 全体収入予算額（市区町村別） 
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（２） 全体支出予算額 

全体支出予算額は、「１０００万円以上」(26.4％)が最も高く、次いで「２００～２９９万円」

(10.8％)、「３００～３９９万円」(9.2％)となっている。 

 

図表 ４－３ 全体支出予算 

 

 

市区町村別にみると、市では、「１０００万円以上」(45.5％)が最も高く、次いで「２００～２９

９万円」(9.2％)、「８００～９９９万円」(8.6％)となっている。 

区では、「１０００万円以上」(31.0％)が最も高く、次いで「５０～９９万円」(9.3％)、「５００

～５９９万円」(8.5％)となっている。 

町村では、「３００～３９９万円」(12.9％)が最も高く、次いで「２００～２９９万円」(12.8％)、

「５０～９９万円」(10.6％)となっている。 

 

図表 ４－４ 全体支出予算（市区町村別） 
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５ 管内単位民児協等の財政・財源について 

 

（１） 自治体における委員活動費の源泉所得税の取扱い 
自治体における委員活動費の源泉所得税の取扱いは、「源泉所得税が控除されていない（非課税）」

(76.0％)が最も高く、次いで「源泉所得税が控除されている（課税）」(11.6％)、「不明」(9.1％)とな

っている。 

 

図表 ５－１ 自治体における委員活動費の源泉所得税の取扱い 

 
 

市区町村別にみると、市では、「源泉所得税が控除されていない（非課税）」(78.2％)が最も高く、

次いで「不明」(9.3％)、「源泉所得税が控除されている（課税）」(9.3％)となっている。 

区では、「源泉所得税が控除されていない（非課税）」(95.4％)が最も高く、次いで「不明」

(0.8％)、「源泉所得税が控除されている（課税）」(0.8％)となっている。 

町村では、「源泉所得税が控除されていない（非課税）」(69.3％)が最も高く、次いで「源泉所得税

が控除されている（課税）」(16.5％)、「不明」(10.8％)となっている。 

 

図表 ５－２ 自治体における委員活動費の源泉所得税の取扱い（市区町村別） 
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６ 民生委員・児童委員への研修等の実施 

 

（１） 研修の実施有無／令和４年度 
令和４年度の研修の実施有無を研修対象別にみると、 

単位民児協会長は、「実施あり」が24.4％、「実施なし」が75.6％となっている。 

単位民児協役員等は、「実施あり」が23.4％、「実施なし」が76.6％となっている。 

民生委員・児童委員（全体）は、「実施あり」が80.8％、「実施なし」が19.2％となっている。 

主任児童委員（全体）のみは、「実施あり」が39.0％、「実施なし」が61.0％となっている。 

新任民生委員・児童委員は、「実施あり」が56.4％、「実施なし」が43.6％となっている。 

中堅民生委員・児童委員（２期以上）は、「実施あり」が 15.0％、「実施なし」が 85.0％となって

いる。 

新任主任児童委員のみは、「実施あり」が7.9％、「実施なし」が92.1％となっている。 

新任単位民児協会長は、「実施あり」が4.7％、「実施なし」が95.3％となっている。 

 

図表 ６－１ 研修の実施有無／令和４年度 
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ｆ．中堅民生委員・児童委員（２期以上）（n=1,080)

ｇ．新任主任児童委員のみ（n=1,069)

ｈ．新任単位民児協会長（n=1,054)

ｉ．その他（n=992）
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（２） 研修対象、延べ実施回数／令和４年度 
令和４年度に研修を実施した市区町村について、延べ回数を研修対象別にみると、 

単位民児協会長は、「１回」(68.5％)が最も高く、次いで「５回以上」(12.6％)、「２回」(12.2％)

となっている。 

単位民児協役員等は、「１回」(58.9％)が最も高く、次いで「２回」(17.4％)、「５回以上」

(14.0％)となっている。 

民生委員・児童委員（全体）は、「１回」(39.8％)が最も高く、次いで「５回以上」(21.9％)、「２

回」(21.3％)となっている。 

主任児童委員（全体）のみは、「１回」(56.8％)が最も高く、次いで「２回」(20.5％)、「５回以上」

(8.9％)となっている。 

新任民生委員・児童委員は、「１回」(74.2％)が最も高く、次いで「２回」(16.7％)、「３回」

(5.0％)となっている。 

中堅民生委員・児童委員（２期以上）は、「１回」(88.3％)が最も高く、次いで「５回以上」

(5.6％)、「２回」(3.7％)となっている。 

新任主任児童委員のみは、「１回」(83.3％)が最も高く、次いで「２回」(10.7％)、「５回以上」

(3.6％)となっている。 

新任単位民児協会長は、「１回」(90.0％)が最も高く、次いで「５回以上」(6.0％)、「２回」

(4.0％)となっている。 

 

図表 ６－２ 延べ研修実施回数／令和４年度 
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７ 民児協としての関係機関・団体、行政との連携等について 

 

（１） 関係機関・団体、行政との連携・協力の有無、連携の程度 

関係機関・団体、行政と「連携・協力している」の割合を高い順にみると、 

「１．社会福祉協議会」(99.9％)が最も高く、次いで、「２．福祉事務所／役所の福祉担当課」 

(99.2％)、「１２．地域包括支援センター」（97.4％）、「１０．学校（小・中・高）」（90.2％）とな

っている。 
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図表 ７－１ 関係機関・団体、行政との連携・協力の有無 

 

※「連携・協力している」「日常的ではないが、必要に応じて連携・協力している」を「連携・協力している」として、

集計しています。  
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１３．障害者相談支援事業所（n=1,327)
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７．公民館等の社会教育施設（n=1,331)
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連携・協力している

機関紙（広報誌）の交換等の情報交換はしているが、連携・協力まではしていない

ほとんど連携・協力していない
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図表 ７－２ 関係機関・団体、行政との連携・協力の程度 
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ほとんど連携・協力していない
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（２） 市区町村行政への意見具申を実施した回数／令和２～４年度 

実施回数合計は、「０回」(82.9％)が最も高く、次いで「１回」(5.6％)、「３回」(4.5％)となって

いる。 

 

図表 ７－３ 市区町村行政への意見具申の実施回数 

 
 

市区町村別にみると、市では、「０回」(78.3％)が最も高く、次いで「１回」(8.0％)、「３回」

(5.2％)となっている。 

区では、「０回」(82.2％)が最も高く、次いで「３回」(9.3％)、「５回以上」(3.9％)となっている。 

町村では、「０回」(87.5％)が最も高く、次いで「１回」(3.8％)、「５回以上」(3.3％)となってい

る。 

 

図表 ７－４ 市区町村行政への意見具申の実施回数（市区町村別）／令和２～４年度 
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（３） 市区町村行政への意見具申を実施していない理由 

市区町村行政への意見具申を実施していない理由は、「行政が事務局を担っており、民児協の意見

を日常的に伝えているため」(68.0％)が最も高く、次いで「意見具申を行う必要がなかったから」

(34.0％)、「意見具申を行う前提となる活動の実態把握ができていないため」(3.3％)となっている。 

 

図表 ７－５ 市区町村行政への意見具申を実施していない理由 
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意見具申を行う前提となる活動の実態把握ができていないため

その他
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８ 民生委員・児童委員に関する広報・啓発活動について 

 

（１） ＳＮＳ、ホームページ、広報誌、広報グッズの活用状況 

ＳＮＳ、ホームページ、広報誌、広報グッズの活用状況は、「広報誌（地域住民向け）」(69.7％)が

最も高く、次いで「全民児連ＰＲグッズ」(59.9％)、「ホームページ」(36.1％)となっている。 

 

図表 ８－１ ＳＮＳ、ホームページ、広報誌、広報グッズの活用状況 
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市区町村別にみると、市では、「広報誌（地域住民向け）」(70.2％)が最も高く、次いで「全民児連

ＰＲグッズ」(70.0％)、「ホームページ」(47.0％)となっている。 

区では、「全民児連ＰＲグッズ」(79.1％)が最も高く、次いで「広報誌（地域住民向け）」(67.2％)、

「市区町村民児協（貴民児協）作成ＰＲグッズ」(53.0％)となっている。 

町村では、「広報誌（地域住民向け）」(69.8％)が最も高く、次いで「全民児連ＰＲグッズ」

(45.1％)、「ホームページ」(24.0％)となっている。 

 

図表 ８－２ ＳＮＳ、ホームページ、広報誌、広報グッズの活用状況（市区町村別） 
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（２） 民児協で実施している主な広報・啓発活動の主な対象 

主な対象は、「対象年齢を定めない」(81.5％)が最も高く、次いで「主に６０歳以上」(21.8％)、

「主に小学生対象」(20.8％)となっている。 

 

図表 ８－３ 民児協で実施している主な広報・啓発活動とその対象 
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９ 地域版活動強化方策への取り組みについて 

 

（１） 「市区町村民児協版活動強化方策」の作成状況 

「市区町村民児協版活動強化方策」の作成状況は、「未定」(36.1％)が最も高く、次いで「作成し

ない」(31.9％)、「作成した」(19.9％)となっている。 

 

図表 ９－１ 「市区町村民児協版活動強化方策」の作成状況 

 

 

（２） 「市区町村民児協版活動強化方策」を作成してよかったこと 

市区町村民児協版活動強化方策を作成してよかったことは、「市区町村民児協活動の方向性を話し

あうきっかけとなった」(80.1％)が最も高く、次いで「市区町村民児協活動の充実・強化につながっ

た」(55.1％)、「単位民児協の活動や課題が明らかになった」(45.7％)となっている。 

 

図表 ９－２ 「市区町村民児協版活動強化方策」を作成してよかったこと 
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資料となった

市区町村民児協の役員引継ぎのための資料となった

単位民児協の活動や課題が明らかになった

民生委員個人の思いや考えを把握できた

地域の課題や特徴が明らかになった

地域の社会資源を共有し、関係機関・団体との連携・協働のきっか

けとなった

その他
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（３） 「市区町村民児協版活動強化方策」を作成しない理由 

「市区町村民児協版活動強化方策」を作成しない理由は、「都道府県民児協が作成した「活動強化

方策」や「活動計画」などに則った活動をしているため」(48.0％)が最も高く、次いで「作成にかか

る負担が大きく、時間もないため」(45.4％)、「作成方法がわからないため」(10.5％)となっている。 

 

図表 ９－３ 「市区町村民児協版活動強化方策」を作成しない理由 
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「民生委員制度創設100周年活動強化方策」を知らないため

作成方法がわからないため

その他
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１０ 委員活動等への支援の状況について 

 

（１） 民生委員・児童委員活動への支援の実施状況 

民生委員・児童委員活動への支援の実施状況は、「行政・社協・関係機関における助言・相談など

サポート体制の充実」(74.4％)が最も高く、次いで「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関す

る情報提供」(67.3％)、「委員同士の交流、親睦の機会づくり」(65.1％)となっている。 

 

図表 １０－１ 民生委員・児童委員活動支援の実施状況 

 

 

市区町村別にみると、市では、「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充

実」(75.0％)が最も高く、次いで「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供」

(70.5％)、「委員同士の交流、親睦の機会づくり」(60.0％)となっている。 

区では、「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供」(82.0％)が最も高く、次い

で「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充実」(71.4％)、「委員同士の交

流、親睦の機会づくり」(68.4％)となっている。 

町村では、「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充実」(74.5％)が最も

高く、次いで「委員同士の交流、親睦の機会づくり」(69.5％)、「法・制度の改正や地域の事業・関

係機関に関する情報提供」(60.9％)となっている。 
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図表 １０－２ 民生委員・児童委員活動への支援の実施状況（市区町村別） 
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（２） 主任児童委員活動への支援の実施状況 

主任児童委員活動への支援の実施状況は、「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポー

ト体制の充実」(62.2％)が最も高く、次いで「主任児童委員同士の仲間づくり、支え合いの場づくり

（部会の設置等）」(49.3％)、「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供」(48.3％)

となっている。 

 

図表 １０－３ 主任児童委員活動への支援の実施状況 

 

 

市区町村別にみると、市では、「主任児童委員同士の仲間づくり、支え合いの場づくり（部会の設

置等）」(66.7％)が最も高く、次いで「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制

の充実」(59.8％)、「主任児童委員を対象とした研修の実施」(49.8％)となっている。 

区では、「主任児童委員同士の仲間づくり、支え合いの場づくり（部会の設置等）」(73.7％)が最も

高く、次いで「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充実」(63.9％)、

「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供」(62.4％)となっている。 

町村では、「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充実」(64.1％)が最も

高く、次いで「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供」(44.0％)、「学校・教育

委員会等との関係強化に関する支援」(42.8％)となっている。 
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図表 １０－４ 主任児童委員活動への支援の実施状況（市区町村別） 
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（３） 単位民児協活動への支援の実施状況 

単位民児協活動への支援の実施状況は、「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート

体制の充実」(62.4％)が最も高く、次いで「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提

供」(57.7％)、「定例会への市区町村民児協事務局の参加」(51.9％)となっている。 

 

図表 １０－５ 単位民児協活動への支援の実施状況 

 

※本設問では、市区町村民児協が法定単位民児協であり、かつ、管内に任意単位民児協がない市区町村を集計分母から

抜いています。 

 

 

市区町村別にみると、市では、「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充

実」(66.8％)が最も高く、次いで「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供」

(59.5％)、「定例会への市区町村民児協事務局の参加」(55.8％)となっている。 

区では、「法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供」(78.5％)が最も高く、次い

で「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充実」(67.7％)、「定例会への市

区町村民児協事務局の参加」(53.1％)となっている。 

町村では、「行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充実」(27.0％) が最も

高く、次いで、定例会への市区町村民児協事務局の参加」(25.8％)、「事例検討や単位民児協での研

修への協力」（14.6％）となっている。 
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62.4 
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12.8 

44.5 

13.3 
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

運営に関する手引き等の作成

法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供

行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の充

実

定例会への市区町村民児協事務局の参加

単位民児協の新任会長、新任副会長等役員への研修

事例検討や単位民児協での研修への協力

市区町村民児協と単位民児協が同一である（＝市区町村内に単

位民児協が１つしかない）

とくになし

その他
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図表 １０－６ 単位民児協活動への支援の実施状況（市区町村別） 

 

 

※本設問では、市区町村民児協が法定単位民児協であり、かつ、管内に任意単位民児協がない市区町村を集計分母から

抜いています。 
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運営に関する手引き等の作成

法・制度の改正や地域の事業・関係機関に関する情報提供

行政・社協・関係機関における助言・相談などサポート体制の

充実

定例会への市区町村民児協事務局の参加

単位民児協の新任会長、新任副会長等役員への研修

事例検討や単位民児協での研修への協力

市区町村民児協と単位民児協が同一である（＝市区町村内に

単位民児協が１つしかない）

とくになし

その他

全 体（n=780） 市（n=561） 区（n=130） 町村（n=89） d
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（４） 民生委員・児童委員協力員制度の有無 

民生委員・児童委員協力員制度の有無は、「民生委員・児童委員協力員制度を設けている」

(19.1％)、「民生委員・児童委員協力員制度を設けていない」(80.9％)となっている。 

 

図表 １０－７ 民生委員・児童委員協力員制度の有無 

 
 

市区町村別にみると、市では、「民生委員・児童委員協力員制度を設けている」(22.5％)、「民生委

員・児童委員協力員制度を設けていない」(77.5％)となっている。 

区では、「民生委員・児童委員協力員制度を設けている」(37.7％)、民生委員・児童委員協力員制

度を設けていない」(62.3％)「となっている。 

町村では、「民生委員・児童委員協力員制度を設けている」(11.7％)、「民生委員・児童委員協力員

制度を設けていない」(88.3％)となっている。 

 

図表 １０－８ 民生委員・児童委員協力員制度の有無（市区町村別） 
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19.1 

22.5 

37.7 

11.7 

80.9 

77.5 

62.3 

88.3 
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全 体（n=1,347)
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d
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（５） 実施している民生委員・児童委員協力員制度の詳細 

１） 協力員の対象要件 

協力員の対象要件は、「活動地区の住民」(68.1％)が最も高く、次いで「協力員の対象要件なし」

(20.3％)、「民生委員・児童委員経験者」(17.1％)となっている。 

 

図表 １０－９ 民生委員・児童委員協力員の対象要件 

 

 

市区町村別にみると、市では、「活動地区の住民」(67.6％)が最も高く、次いで「協力員の対象要

件なし」(20.6％)、「民生委員・児童委員経験者」(14.7％)となっている。 

区では、「活動地区の住民」(85.7％)が最も高く、次いで「民生委員・児童委員経験者」(18.4％)、

「協力員の対象要件なし」(10.2％)となっている。 

町村では、「活動地区の住民」(56.1％)が最も高く、次いで「協力員の対象要件なし」(27.3％)、

「民生委員・児童委員経験者」(21.2％)となっている。 

 

図表 １０－１０ 民生委員・児童委員協力員の対象要件（市区町村別） 
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11.2 

14.7
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18.4

85.7
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14.3

21.2

56.1

27.3
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その他

全 体（n=251） 市（n=136） 区（n=49） 町村（n=66） d
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２） 配置基準 

① 配置基準の有無 

配置基準は、「民生委員・児童委員に対して配置基準がある」(48.6％)が最も高く、次いで「配置

基準なし」(19.5％)「民児協に対して配置基準がある」(13.5％)となっている。 

 

図表 １０－１１ 配置基準の有無 

 

 

② 民生委員・児童委員１人に対する協力員の配置可能人数 

民生委員・児童委員１人に対する協力員の配置可能人数は、「１人」(66.7％)が最も高く、次いで

「２人」(27.4％)、「３人以上」(5.1％)となっている。 

 

図表 １０－１２ 民生委員・児童委員1人に対する協力員の配置可能人数 

 
  

n= 251

48.6 
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24.7 
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民生委員・児童委員対して配置基準がある

民児協に対して配置基準がある

欠員地区に対して配置基準がある

配置基準なし

その他

n= 117
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人 ２人 ３人 ４人 d
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③ 民児協１か所に対する協力員の配置可能人数 

民児協１か所に対する協力員の配置可能人数は、「３人以上」(91.2％)が最も高く、次いで「２人」

(5.9％)、「１人」(2.9％)となっている。 

 

図表 １０－１３ 民児協１か所に対する協力員の配置可能人数 

 

 

 

④ 欠員地区１地域に対する協力員の配置可能人数 

欠員地区 1 地域に対する協力員の配置可能人数は、「１人」(90.0％)が最も高く、次いで「２人」

(10.0％)となっている。 

 

図表 １０－１４ 欠員地区１地域に対する協力員の配置可能人数 
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１１ 災害に備える対応について 

 

（１） 行政からの「避難行動要支援者名簿」の提供 

行政からの「避難行動要支援者名簿」の提供は、「民生委員・児童委員に提供されている」

(69.4％)が最も高く、次いで「民生委員・児童委員には提供されていない」(14.9％)、「いまは民生

委員・児童委員に提供されていないが、今後提供される予定である」(8.6％)となっている。 

 

図表 １１－１ 行政からの「避難行動要支援者名簿」の提供 

 

 

市区町村別にみると、市では、「民生委員・児童委員に提供されている」(79.1％)が最も高く、次

いで「民生委員・児童委員には提供されていない」(10.2％)、「いまは民生委員・児童委員に提供さ

れていないが、今後提供される予定である」(5.6％)となっている。 

区では、「民生委員・児童委員に提供されている」(72.7％)が最も高く、次いで「民生委員・児童

委員には提供されていない」(21.2％)、「行政が平常時からの名簿情報提供を行っていない」(4.5％)

となっている。 

町村では、「民生委員・児童委員に提供されている」(58.9％)が最も高く、次いで「民生委員・児

童委員には提供されていない」(18.2％)、「いまは民生委員・児童委員に提供されていないが、今後

提供される予定である」(13.3％)となっている。 
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図表 １１－２ 行政からの「避難行動要支援者名簿」の提供（市区町村別）

 

 

（２） 避難行動要支援者名簿にかかる市区町村行政からの協力依頼 

避難行動要支援者名簿にかかる市区町村行政からの協力依頼は、「名簿更新への協力」(48.4％)が

最も高く、次いで「発災後の避難行動要支援者の安否確認」(46.4％)、「名簿作成への協力」

(43.8％)となっている。 

 

図表 １１－３ 避難行動要支援者名簿にかかる市区町村行政からの協力依頼 
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無回答
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市区町村別にみると、市では、「名簿更新への協力」(52.7％)が最も高く、次いで「発災後の避難

行動要支援者の安否確認」(48.3％)、「名簿作成への協力」(45.2％)となっている。 

区では、「発災後の避難行動要支援者の安否確認」(45.9％)が最も高く、次いで「無回答」

(38.5％)、「避難支援等実施者確保のための近隣住民への働きかけ」(21.5％)となっている。 

町村では、「名簿更新への協力」(50.4％)が最も高く、次いで「名簿作成への協力」(49.6％)、「発

災後の避難行動要支援者の安否確認」(44.5％)となっている。 

 

図表 １１－４ 避難行動要支援者名簿にかかる市区町村行政からの協力依頼（市区町村別） 
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31.0 
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避難支援等実施者確保のための近隣住民への働きかけ

発災後の避難行動要支援者の安否確認

無回答

全 体（n=1,357) 市（n=613） 区（n=135） 町村（n=609） d

- 53 -



54 

 

（３） 市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼 

市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼は、「依頼があった」(33.1％)、「依頼

はない」(66.9％)となっている。 

 

図表 １１－５ 市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼 

 
 

市区町村別にみると、市では、「依頼があった」(34.9％)、「依頼はない」(65.1％)となっている。 

区では、「依頼があった」(27.2％)、「依頼はない」(72.8％)となっている。 

町村では、「依頼があった」(32.5％)、「依頼はない」(67.5％)となっている。 

 

図表 １１－６ 市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼（市区町村別） 
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（４） 市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼の内容 

市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼の内容は、「避難行動要支援者への周

知・説明」(56.5％)が最も高く、次いで「避難行動要支援者の生活状況等に関する情報提供」

(44.6％)、「計画作成への避難行動要支援者の同意取得」(40.8％)となっている。 

 

図表 １１－７ 市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼の内容 

 

 

市区町村別にみると、市では、「避難行動要支援者への周知・説明」(54.2％)が最も高く、次いで

「避難行動要支援者の生活状況等に関する情報提供」(42.0％)、「自治会・町内会での取り組みにつ

いての協力要請」(40.1％)となっている。 

区では、「避難行動要支援者への周知・説明」(45.5％)が最も高く、次いで「自治会・町内会での

取り組みについての協力要請」(36.4％)、「避難時に支援する人（協力者）の確保」(33.3％)となっ

ている。 

町村では、「避難行動要支援者への周知・説明」(60.8％)が最も高く、次いで「避難行動要支援者

の生活状況等に関する情報提供」(53.1％)、「計画作成への避難行動要支援者の同意取得」(50.0％)

となっている。 
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図表 １１－８ 市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼の内容（市区町村別） 
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１２ 一斉改選について 

 

（１） 自治体の充足率 

１） 令和４年１２月の一斉改選の状況 

令和４年１２月１日現在では、「100％」(35.7％)が最も高く、次いで「９８～９９.９％」(11.1％)、

「９４～９５.９％」(10.1％)、「９６～９７.９％」(10.1％)となっている。 

 

図表 １２－１ 令和４年１２月の一斉改選の状況 

 

 

市区町村別にみると、市では、「９８～９９．９％」(18.4％)が最も高く、次いで「100％」

(18.3％)、「９６～９７．９％」(14.8％)となっている。 

区では、「８５～８９．９％」(23.3％)が最も高く、次いで「９０～９１．９％」(19.4％)、「９２

～９３．９％」(18.6％)となっている。 

町村では、「100％」(60.1％)が最も高く、次いで「９４～９５．９％」(7.8％)、「８５～８９．

９％」(5.9％)となっている。 

 

図表 １２－２ 令和４年１２月の一斉改選の状況（市区町村別） 
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２） 令和４年１２月と令和元年１２月の一斉改選後の充足率の増減 

令和４年１２月の改選後の充足率が令和元年１２月の一斉改選時からどの程度増減したかをみると、

「－０．９～０」(43.9％)が最も高く、次いで「－５．０以上」(13.7％)、「－１．９～－１．０」

(12.3％)となっている。 

 

図表 １２－３ 令和４年１２月と令和元年１２月の一斉改選後の充足率の増減比較 

 

 

市区町村別にみると、市では、「－０．９～０」(32.8％)が最も高く、次いで「－１．９～－１．

０」(18.7％)、「－５．０以上」(12.9％)となっている。 

区では、「－１．９～－１．０」(25.6％)が最も高く、次いで「－０．９～０」(17.1％)、「＋０．

１～＋０．９」(11.6％)となっている。 

町村では、「－０．９～０」(60.3％)が最も高く、次いで「－５．０以上」(15.9％)、「＋５．０以

上」(5.0％)となっている。 

 

図表 １２－４ 令和４年１２月と令和元年１２月の一斉改選後の充足率の増減比較（市区町村別） 
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（２） 一斉改選で委嘱された委員の新任委員率 

一斉改選で委嘱された委員の新任委員率は、「５０.０％以上」(20.3％)が最も高く、次いで「２０．

０～２４.９％」(12.2％)、「３０．０～３４.９％」(12.0％)となっている。 

 

図表 １２－５ 一斉改選で委嘱された委員の新任委員率 

 

 

市区町村別にみると、市では、「５０％以上」(18.0％)が最も高く、次いで「３０．０～３４．

９％」(13.5％)、「２０．０～２４．９％」(13.4％)となっている。 

区では、「１５．０～１９．９％」(30.7％)が最も高く、次いで「２０．０～２４．９％」

(28.3％)、「２５．０～２９．９％」(15.7％)となっている。 

町村では、「５０％以上」(26.5％)が最も高く、次いで「～１４．９％」(13.9％)、「３０．０～３

４．９％」(11.6％)となっている。 

 

図表 １２－６ 新任委員率（市区町村別） 
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（３） 民生委員・児童委員の担当世帯数 

民生委員・児童委員１人に対する担当世帯数は、「１９０～２１９世帯」(19.2％)が最も高く、次

いで「１００～１２９世帯」(15.1％)、「２５０～２９９世帯」(11.7％)となっている。 

 

図表 １２－７ 民生委員・児童委員の担当世帯数 

 

 

（４） 民生委員・児童委員の選任要件（政令指定都市、中核市のみ回答） 

１） 年齢要件の有無 

① 区域担当／新任 

区域担当／新任は、「年齢要件がある（例外を認めている場合も含む）」(97.2％)、「年齢要件はな

い」(2.8％)となっている。 

 

図表 １２－８ 年齢要件の有無／区域担当／新任 
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② 区域担当／再任 

区域担当／再任は、「年齢要件がある（例外を認めている場合も含む）」(95.8％)、「年齢要件はな

い」(4.2％)となっている。 

 

図表 １２－９ 年齢要件の有無／区域担当／再任 

 

 

③ 主任児童委員／新任 

主任児童委員／新任は、「年齢要件がある（例外を認めている場合も含む）」(97.2％)、「年齢要件

はない」(2.8％)となっている。 

 

図表 １２－１０ 年齢要件の有無／主任児童委員／新任 
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④ 主任児童委員／再任 

主任児童委員／再任は、「年齢要件がある（例外を認めている場合も含む）」(94.4％)、「年齢要件

はない」(5.6％)となっている。 

 

図表 １２－１１ 年齢要件の有無／主任児童委員／再任 
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（５） 年齢要件の詳細（政令指定都市、中核市のみ回答） 

１） 区域担当民生委員・児童委員の年齢要件 
① 新任委員の年齢要件 

区域担当民生・児童委員の新任委員の年齢要件は、「７０～７５歳未満」(70.9％)が最も高く、次

いで「７０歳未満」(18.2％)、「７５歳以上」(10.9％)となっている。 

 

図表 １２－１２  区域担当民生委員・児童委員の年齢要件／新任委員 

 

 

② 新任委員の年齢要件に関する例外的取扱い 

区域担当民生・児童委員の新任委員の年齢要件に関する例外的取扱いは、「ほかになりてや適任者

がいない場合」(46.9％)が最も高く、次いで「例外は認めていない」(32.8％)、「通常の推薦書類に

加えて、意見書や理由書等書類の提出がある場合」(28.1％)となっている。 

 

図表 １２－１３  区域担当民生委員・児童委員の年齢要件／新任委員の例外的取扱い 
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③ 再任委員の年齢要件 

区域担当民生・児童委員の再任委員の年齢要件は、「７５歳未満」(76.5％)、「７５歳以上」

(23.5％)となっている。 

 

図表 １２－１４  区域担当民生委員・児童委員の年齢要件／再任委員 

 

 

④ 再任委員の年齢要件に関する例外的取扱い 

区域担当民生・児童委員の再任委員の年齢要件に関する例外的取扱いは、「ほかになりてや適任者

がいない場合」(67.6％)が最も高く、次いで「健康状態等に問題がない場合」(52.9％)、「本人のや

る気や同意がある場合」(50.0％)となっている。 

 

図表 １２－１５ 区域担当民生委員・児童委員の年齢要件／再任委員の例外的取扱い 
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２） 主任児童委員の年齢要件 

① 新任委員の年齢要件 

主任児童委員の新任委員の年齢要件は、「５５～６０歳未満」(47.8％)が最も高く、次いで「６５

～７０歳未満」(23.9％)、「７５歳以上」(13.0％)となっている。 

 

図表 １２－１６ 主任児童委員の年齢要件／新任委員 

 

 

② 新任委員の年齢要件に関する例外的取扱い 

主任児童委員の新任委員の年齢要件に関する例外的取扱いは、「ほかになりてや適任者がいない場

合」(63.6％)が最も高く、次いで「通常の推薦書類に加えて、意見書や理由書等書類の提出がある場

合」(33.3％)、「健康状態等に問題がない場合」(33.3％)となっている。 

 

図表 １２－１７ 主任児童委員の年齢要件／新任委員の例外的取扱い 
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③ 再任委員の年齢要件 

主任児童委員の再任委員の年齢要件は、「６５～７０歳未満」(31.3％)が最も高く、次いで「５５

～６０歳未満」(25.4％)、「７５歳以上」(22.4％)となっている。 

 

図表 １２－１８ 主任児童委員の年齢要件／再任委員 

 

 

④ 再任委員の年齢要件に関する例外的取扱い 

主任児童委員の再任委員の年齢要件に関する例外的取扱いは、「ほかになりてや適任者がいない場

合」(61.5％)が最も高く、次いで「健康状態等に問題がない場合」(41.5％)、「本人のやる気や同意

がある場合」(36.9％)となっている。 

 

図表 １２－１９ 主任児童委員の年齢要件／再任委員の例外的取扱い 
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（６） 居住要件（政令指定都市、中核市のみ回答） 
１） 区域担当民生委員・児童委員 

区域担当民生委員・児童委員は、「居住期間要件がある」(13.9％)、「居住期間要件はない」

(81.9％)となっている。 

 

図表 １２－２０ 区域担当の居住要件 

 

 

２） 主任児童委員 
主任児童委員は、「居住期間要件がある」(16.7％)、「居住期間要件はない」(72.2％)となっている。 

 

図表 １２－２１ 主任児童委員の居住要件 
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（７） その他要件の有無（政令指定都市、中核市のみ回答） 
その他要件の有無は、「ある」(21.2％)、「ない」(78.8％)となっている。 

 

図表 １２－２２ その他要件の有無 

 

 

（８） 民生委員・児童委員候補者の推薦を依頼している機関・団体 
民生委員・児童委員候補者の推薦を依頼している機関・団体は、「自治会・町内会」(73.5％)が最

も高く、次いで「民生委員推薦会委員」(22.1％)、「行政が候補者を探しており、特段の推薦依頼は

していない」(13.9％)となっている。 

 

図表 １２－２３ 民生委員・児童委員候補者の推薦を依頼している機関・団体 

 

  

n= 66

21.2 78.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない d

n= 1,341

73.5 

13.3 

7.5 

1.3 

4.1 

1.6 

0.7 

22.1 

13.9 

2.9 

8.8 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

自治会・町内会

民生委員推薦準備会

市区町村社会福祉協議会

その他の社会福祉法人（社会福祉施設）

学校・PTA関係者

福祉活動を行うボランティア・NPO関係団体

商工会や商店街、業界団体等

民生委員推薦会委員

行政が候補者を探しており、特段の推薦依頼はしていない

民生委員・児童委員（民児協、委員OBを含む）が候補者を探してお

り、特段の推薦依頼はしていない

その他

- 68 -



69 

 

（９） 新任民生委員・児童委員や候補者への委員活動に関する説明の実施状況 
１） 推薦前 

① 委員活動に関する説明の有無 

委員活動に関する説明の有無についてみてみると、 

「説明している」の割合は「委員活動の概要について」（75.3％）が最も高く、次いで「民生委員

の法的位置づけについて」（68.4％）、「民児協活動について」（67.4％）、「定例会や研修への参加につ

いて」（64.7％）、「民生委員の守秘義務について」（63.9％）となっている。 

 

図表 １２－２４ 新任民生委員・児童委員や候補者への委員活動に関して推薦前に実施している説明 
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② 委員活動に関する説明の説明者 

委員活動に関する説明の説明者について、 

民生委員の法的位置づけについては、「行政」(43.2％)が最も高く、次いで「市区町村民児協事務

局」(25.3％)、「説明していない」(24.6％)となっている。 

委員活動の概要については、「行政」(43.7％)が最も高く、次いで「市区町村民児協事務局」

(27.5％)、「前任の委員」(22.6％)となっている。 

民生委員の守秘義務については、「行政」(37.8％)が最も高く、次いで「説明していない」

(29.6％)、「市区町村民児協事務局」(23.9％)となっている。 

委員活動費については、「説明していない」(35.1％)が最も高く、次いで「行政」(32.7％)、「市区

町村民児協事務局」(22.8％)となっている。 

民児協活動については、「行政」(35.9％)が最も高く、次いで「市区町村民児協事務局」(26.0％)、

「説明していない」(26.0％)となっている。 

定例会や研修への参加については、「行政」(34.0％)が最も高く、次いで「説明していない」

(28.6％)、「市区町村民児協事務局」(26.1％)となっている。 

活動記録の記入については、「説明していない」(58.3％)が最も高く、次いで「行政」(17.5％)、

「市区町村民児協事務局」(14.3％)となっている。 

民生委員への支援体制については、「説明していない」(46.8％)が最も高く、次いで「行政」

(27.3％)、「市区町村民児協事務局」(19.9％)となっている。 

地域の関係機関については、「説明していない」(50.0％)が最も高く、次いで「行政」(23.2％)、

「市区町村民児協事務局」(17.9％)となっている。 

その他は、「説明していない」(85.6％)が最も高く、次いで「行政」(5.9％)となっている。 

 

図表 １２－２５ 委員活動に関する説明の説明者 
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２） 推薦後～委嘱前 

① 委員活動に関する説明の有無 

委員活動に関する説明の有無についてみてみると、 

「説明している」の割合は「委員活動の概要について」（52.1％）が最も高く、次いで「定例会や

研修への参加について」（49.3％）、「民児協活動について」（49.0％）、「民生委員の守秘義務について」

（47.5％）、「民生委員の法的位置づけについて」（45.8％）となっている。 

 

 

図表 １２－２６ 新任民生委員・児童委員や候補者への委員活動に関して推薦後～委嘱前に実施している

説明 
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② 委員活動に関する内容の説明者 

委員活動に関する説明の説明者について、 

民生委員の法的位置づけについては、「説明していない」(50.8％)が最も高く、次いで「行政」

(25.3％)、「市区町村民児協事務局」(17.0％)となっている。 

委員活動の概要については、「説明していない」(44.6％)が最も高く、次いで「行政」(24.8％)、

「前任の委員」(20.0％)となっている。 

民生委員の守秘義務については、「説明していない」(49.4％)が最も高く、次いで「行政」

(22.8％)、「市区町村民児協事務局」(17.5％)となっている。 

委員活動費については、「説明していない」(54.7％)が最も高く、次いで「行政」(19.2％)、「市区

町村民児協事務局」(16.1％)となっている。 

民児協活動については、「説明していない」(48.1％)が最も高く、次いで「行政」(20.1％)、「前任

の委員」(19.9％)となっている。 

定例会や研修への参加については、「説明していない」(47.9％)が最も高く、次いで「行政」

(20.9％)、「市区町村民児協事務局」(19.0％)となっている。 

活動記録の記入については、「説明していない」(59.9％)が最も高く、次いで「前任の委員」

(15.6％)、「行政」(14.1％)となっている。 

民生委員への支援体制については、「説明していない」(58.2％)が最も高く、次いで「行政」

(18.6％)、「市区町村民児協事務局」(15.7％)となっている。 

地域の関係機関については、「説明していない」(58.5％)が最も高く、次いで「行政」(16.8％)、

「前任の委員」(14.1％)となっている。 

その他は、「説明していない」(81.9％)が最も高く、次いで「行政」(7.0％)、「前任の委員」(5.1％)と

なっている。 

 

図表 １２－２７ 委員活動に関する内容の説明者 
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３） 委嘱後 

① 委員活動に関する説明の有無 

委員活動に関する説明の有無についてみてみると、 

「説明している」の割合は「定例会や研修会への参加について」（96.0％）が最も高く、次いで

「活動記録への記入について」（95.6％）、「民児協活動について」および「委員活動の概要について」

（94.9％）、「民生委員の守秘義務について」（94.4％）となっている。 

 

図表 １２－２８ 新任民生委員・児童委員や候補者への委員活動に関して委嘱後に実施している説明 
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② 委員活動に関する内容の説明者 

委員活動に関する説明の説明者について、 

民生委員の法的位置づけについては、「行政」(53.4％)が最も高く、次いで「市区町村民児協事務

局」(50.4％)、「単位民児協会長」(12.2％)となっている。 

委員活動の概要については、「市区町村民児協事務局」(53.4％)が最も高く、次いで「行政」

(51.1％)、「単位民児協会長」(18.8％)となっている。 

民生委員の守秘義務については、「市区町村民児協事務局」(53.2％)が最も高く、次いで「行政」

(52.5％)、「単位民児協会長」(18.2％)となっている。 

委員活動費については、「市区町村民児協事務局」(55.9％)が最も高く、次いで「行政」(44.0％)、

「単位民児協会長」(16.4％)となっている。 

民児協活動については、「市区町村民児協事務局」(56.6％)が最も高く、次いで「行政」(41.3％)、

「単位民児協会長」(24.7％)となっている。 

定例会や研修への参加については、「市区町村民児協事務局」(58.7％)が最も高く、次いで「行政」

(39.7％)、「単位民児協会長」(24.5％)となっている。 

活動記録の記入については、「市区町村民児協事務局」(50.6％)が最も高く、次いで「行政」

(40.0％)、「単位民児協会長」(24.3％)となっている。 

民生委員への支援体制については、「市区町村民児協事務局」(55.7％)が最も高く、次いで「行政」

(45.7％)、「単位民児協会長」(17.9％)となっている。 

地域の関係機関については、「市区町村民児協事務局」(54.5％)が最も高く、次いで「行政」

(46.1％)、「単位民児協会長」(19.0％)となっている。 

その他は、「説明していない」(55.6％)が最も高く、次いで「市区町村民児協事務局」(15.4％)、

「行政」(14.8％)となっている。 

 

図表 １２－２９ 委員活動に関する内容の説明者 
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（１０） 管内にある単位民児協会長の民生委員・児童委員経験期数 
管内にある単位民児協会長の民生委員・児童委員経験期数は、「５期以上」(45.3％) が最も高く、

次いで「３期」(16.4％)、「４期」(16.0％)となっている。 

 

図表 １２－３０ 管内にある単位民児協会長の民生委員・児童委員経験期数 

 

※ｎ数は、各期の人数の合計 

 

市区町村別にみると、市では、「５期以上」(41.7％) が最も高く、次いで「３期」(17.5％)、「２期」

(16.2％)となっている。 

区では、「５期以上」(59.1％)が最も高く、次いで「４期」(14.4％)、「３期」(12.5％)となってい

る。 

町村では、「５期以上」(46.8％)が最も高く、次いで「４期」(17.8％)、「３期」(15.1％)となって

いる。 

 

図表 １２－３１ 管内にある単位民児協会長の民生委員・児童委員経験期数（市区町村別） 
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（１１） 退任までの在任期間 
令和４年１２月の一斉改選での退任者について、退任までの在任期間は、「１期」(30.1％)が最も

高く、次いで「２期」(26.3％)、「５期以上」(16.6％)となっている。 

 

図表 １２－３２ 退任までの在任期間 

 
※ｎ数は、各期の人数の合計 

 

市区町村別にみると、市では、「１期」(31.3％)が最も高く、次いで「２期」(26.6％)、「５期以上」

(15.4％)となっている。 

区では、「５期以上」(30.4％)が最も高く、次いで「２期」(20.9％)、「３期」(16.6％)となってい

る。 

町村では、「１期」(36.2％)が最も高く、次いで「２期」(29.3％)、「３期」(14.7％)となっている。 

 

図表 １２－３３ 退任までの在任期間（市区町村別） 
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（１２） 一斉改選時の引き継ぎ等に関する支援の実施状況 
一斉改選時の引き継ぎ等に関する支援の実施状況は、「制度や活動内容に関する説明」(55.6％)が

最も高く、次いで「退任委員への協力要請」(51.6％)、「新任委員や 2 期め委員などへの研修」

(46.5％)となっている。 

 

図表 １２－３４ 一斉改選時の引き継ぎ等に関する支援の実施状況 

 

 

市区町村別にみると、市では、「制度や活動内容に関する説明」(52.2％)が最も高く、次いで「新

任委員や2期め委員などへの研修」(49.9％)、「退任委員への協力要請」(45.4％)となっている。 

区では、「新任委員や 2 期め委員などへの研修」(57.5％)が最も高く、次いで「制度や活動内容に

関する説明」(51.2％)、「退任委員への協力要請」(45.7％)となっている。 

町村では、「制度や活動内容に関する説明」(59.9％)が最も高く、次いで「退任委員への協力要請」

(59.0％)、「新任委員や2期め委員などへの研修」(40.8％)となっている。 
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図表 １２－３５ 一斉改選時の引き継ぎ等に関する支援の実施状況 
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（１３） 欠員が生じている地域への対応 
欠員が生じている地域への対応は、「市区町村民児協（事務局）や行政が該当地域の推薦母体に個

別に推薦を働きかけている」(52.3％)が最も高く、次いで「各単位民児協で欠員地域のカバーを行う

よう行政が指導している」(31.4％)、「担当地域に加えて欠員地域の活動も行う委員（または民児協）

に活動費が支給されている」(14.4％)となっている。 

 

図表 １２－３６ 欠員が生じている地域への対応 

 

 

市区町村別にみると、市では、「市区町村民児協（事務局）や行政が該当地域の推薦母体に個別に

推薦を働きかけている」(56.6％)が最も高く、次いで「各単位民児協で欠員地域のカバーを行うよう

行政が指導している」(35.8％)、「担当地域に加えて欠員地域の活動も行う委員（または民児協）に

活動費が支給されている」(18.0％)となっている。 

区では、「各単位民児協で欠員地域のカバーを行うよう行政が指導している」(48.8％)が最も高く、

次いで「市区町村民児協（事務局）や行政が該当地域の推薦母体に個別に推薦を働きかけている」

(40.2％)、「担当地域に加えて欠員地域の活動も行う委員（または民児協）に活動費が支給されてい

る」(27.6％)となっている。 

町村では、「市区町村民児協（事務局）や行政が該当地域の推薦母体に個別に推薦を働きかけてい

る」(50.3％)が最も高く、次いで「各単位民児協で欠員地域のカバーを行うよう行政が指導している」

(20.0％)、「複数担当制や班方式など、通常から複数人で地域を担当する体制を導入し、欠員に対応

している」(9.0％)、「市区町村民児協も行政も欠員地域に対し個別の対応は行っていない」(9.0％)

となっている。 
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図表 １２－３７ 欠員が生じている地域への対応 
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１３ 委員就任に伴い兼務が求められる役割について 

 

（１） 市区町村民児協の会長に兼務が求められる役割 

市区町村民児協の会長に兼務が求められる役割は、「市区町村社協役員、評議員」(77.0％)が最も

高く、次いで「民生委員推薦会委員」(71.6％)、「その他行政関連委員会委員」(62.7％)となってい

る。 

 

図表 １３－１ 市区町村民児協の会長に兼務が求められる役割 

 

 

市区町村別にみると、市では、「市区町村社協役員、評議員」(80.7％)が最も高く、次いで「民生

委員推薦会委員」(71.5％)、「その他行政関連委員会委員」(66.6％)となっている。 

区では、「市区町村社協役員、評議員」(77.5％)が最も高く、次いで「その他行政関連委員会委員」

(66.7％)、「社協が設置する各種委員会の委員」(56.6％)となっている。 

町村では、「民生委員推薦会委員」(75.3％)が最も高く、次いで「市区町村社協役員、評議員」

(73.1％)、「その他行政関連委員会委員」(58.0％)となっている。 
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図表 １３－２ 市区町村民児協の会長に兼務が求められる役割（市区町村別） 
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（２） 市区町村民児協の副会長に兼務が求められる役割 

市区町村民児協の副会長に兼務が求められる役割は、「市区町村社協役員、評議員」(49.8％)が最

も高く、次いで「その他行政関連委員会委員」(38.8％)、「民生委員推薦会委員」(29.9％)となって

いる。 

 

図表 １３－３ 市区町村民児協の副会長に兼務が求められる役割 

 

 

市区町村別にみると、市では、「市区町村社協役員、評議員」(52.3％)が最も高く、次いで「その

他行政関連委員会委員」(49.2％)、「民生委員推薦会委員」(38.3％)となっている。 

区では、「市区町村社協役員、評議員」(52.1％)が最も高く、次いで「その他行政関連委員会委員」

(40.3％)、「民生委員推薦会委員」(37.0％)となっている。 

町村では、「市区町村社協役員、評議員」(46.7％)が最も高く、次いで「副会長に兼務が求められ

る役割はない」(30.3％)、「その他行政関連委員会委員」(27.3％)となっている。 
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図表 １３－４ 市区町村民児協の副会長に兼務が求められる役割（市区町村別） 
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19.3 

10.1 

46.7 

22.1 

19.6 
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4.8 
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

市区町村社協役員、評議員

社協が設置する各種委員会の委員

民生委員推薦会委員

地域福祉計画策定委員

介護保険運営協議会委員

障害者自立支援協議会委員

地域包括支援センター運営委員

要保護児童対策地域協議会委員

その他行政関連委員会委員

その他社協関連委員会委員

副会長に兼務が求められる役割はない

その他

全 体（n=1,269) 市（n=593） 区（n=119） 町村（n=557） d
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（３） 民生委員・児童委員として参画してほしいと依頼がある役割 

民生委員・児童委員として参画してほしいと依頼がある役割は、「その他行政関連委員会委員」

(66.1％)が最も高く、次いで「地区社協役員、評議員」(62.2％)、「民生委員推薦会委員」(50.8％)と

なっている。 

 

図表 １３－５ 民生委員・児童委員として参画してほしいと依頼がある役割 

 

 

 

市区町村別にみると、市では、「その他行政関連委員会委員」(77.8％)が最も高く、次いで「地区

社協役員、評議員」(68.9％)、「民生委員推薦会委員」(61.2％)となっている。 

区では、「地区社協役員、評議員」(73.8％)が最も高く、次いで「その他行政関連委員会委員」

(65.1％)、「民生委員推薦会委員」(61.9％)となっている。 

町村では、「その他行政関連委員会委員」(54.4％)が最も高く、次いで「地区社協役員、評議員」

(52.8％)、「民生委員推薦会委員」(37.7％)となっている。 
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地区社協役員、評議員

社協が委嘱する「福祉協力員」等（名称は問わない）

市区町村共同募金委員会委員、歳末助け合い委員会委員

市区町村長が委嘱する「地域福祉委員」等（名称は問わな

い）

都道府県知事が委嘱する「地域福祉委員」等（名称は問わ

ない）

民生委員推薦会委員

学校評議員

介護保険運営協議会委員

障害者自立支援協議会委員

地域包括支援センター運営委員

要保護児童対策地域協議会委員

地域の社会福祉法人・福祉施設の理事、評議員、苦情解決

第三者委員

更生保護関係委員

その他行政関連委員会委員

その他社協関連委員会委員

民生委員・児童委員が対象となる役割はない

その他
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図表 １３－６ 民生委員・児童委員として参画してほしいと依頼がある役割（市区町村別） 
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地区社協役員、評議員

社協が委嘱する「福祉協力員」等（名称は問わない）

市区町村共同募金委員会委員、歳末助け合い委員会委員

市区町村長が委嘱する「地域福祉委員」等（名称は問わない）

都道府県知事が委嘱する「地域福祉委員」等（名称は問わない）

民生委員推薦会委員

学校評議員

介護保険運営協議会委員

障害者自立支援協議会委員

地域包括支援センター運営委員

要保護児童対策地域協議会委員

地域の社会福祉法人・福祉施設の理事、評議員、苦情解決第三

者委員

更生保護関係委員

その他行政関連委員会委員

その他社協関連委員会委員

民生委員・児童委員が対象となる役割はない

その他

全 体（n=1,302) 市（n=595） 区（n=126） 町村（n=581） d
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（４） 主任児童委員が対象となる役割 

主任児童委員が対象となる役割は、「要保護児童対策地域協議会委員」(59.0％)が最も高く、次い

で「市区町村の子ども・子育て会議委員」(48.7％)、「学校評議員」(38.4％)となっている。 

 

図表 １３－７ 主任児童委員が対象となる役割 

 

 

市区町村別にみると、市では、「要保護児童対策地域協議会委員」(61.9％)が最も高く、次いで

「市区町村の子ども・子育て会議委員」(54.6％)、「学校評議員」(45.9％)となっている。 

区では、「要保護児童対策地域協議会委員」(57.9％)が最も高く、次いで「学校評議員」(45.5％)、

「市区町村の子ども・子育て会議委員」(41.3％)となっている。 

町村では、「要保護児童対策地域協議会委員」(56.4％)が最も高く、次いで「市区町村の子ども・

子育て会議委員」(44.3％)、「学校評議員」(29.4％)となっている。 
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市区町村の子ども・子育て会議委員

青少年育成協議会委員・指導員

保育所・幼稚園・認定こども園評議員

主任児童委員が対象となる役割はない

その他
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図表 １３－８ 主任児童委員が対象となる役割（市区町村別） 

 

  

59.0 

38.4 

15.5 

48.7 

28.9 

17.3 

8.7 

12.7 

61.9 

45.9 

20.7 

54.6 

33.4 

21.6 

5.2 

13.5 

57.9 

45.5 

19.0 

41.3 

21.5 

24.8 

4.1 

14.9 

56.4 

29.4 

9.5 

44.3 

25.8 

11.5 

13.2 

11.5 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

要保護児童対策地域協議会委員

学校評議員

児童厚生施設（児童館、児童遊園等）運営委員

市区町村の子ども・子育て会議委員

青少年育成協議会委員・指導員

保育所・幼稚園・認定こども園評議員

主任児童委員が対象となる役割はない

その他

全 体（n=1,303) 市（n=593） 区（n=121） 町村（n=589） d
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１４ こども家庭庁創設に伴う事項 

 

（１） 区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員の連携状況 

区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員の連携状況は、「民児協内の会議等で区域担当民生委

員・児童委員と主任児童委員の情報共有の場（時間）を設けている」(73.6％)が最も高く、次いで

「学校等関係機関との連携・協働の場にともに参加している地域がある」(55.3％)、「児童分野の部

会を設置し、区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員がともに参加している」(45.5％)となって

いる。 

 

図表１４－１ 区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員の連携状況 

 

 

市区町村別にみると、市では、「民児協内の会議等で区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員

の情報共有の場（時間）を設けている」(75.9％)が最も高く、次いで「学校等関係機関との連携・協

働の場にともに参加している地域がある」(65.8％)、「児童分野の部会を設置し、区域担当民生委

員・児童委員と主任児童委員がともに参加している」(48.7％)となっている。 

区では、「民児協内の会議等で区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員の情報共有の場（時間）

を設けている」(75.6％)が最も高く、次いで「子育てサロンや地域の子ども向けイベント等でともに

活動している地域がある」(74.8％)、「学校等関係機関との連携・協働の場にともに参加している地

域がある」(68.7％)となっている。 

町村では、「民児協内の会議等で区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員の情報共有の場（時

間）を設けている」(70.7％)が最も高く、次いで「学校等関係機関との連携・協働の場にともに参加

している地域がある」(41.6％)、「児童分野の部会を設置し、区域担当民生委員・児童委員と主任児

童委員がともに参加している」(40.7％)となっている。 
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児童分野の部会を設置し、区域担当民生委員・児童委員と主任児
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学校等関係機関との連携・協働の場にともに参加している地域があ

る

乳児家庭全戸訪問等の家庭訪問などの場面でともに活動している

地域がある

子育てサロンや地域の子ども向けイベント等でともに活動している地

域がある

とくになし

その他
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図表 １４－２ 区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員の連携状況（市区町村別） 
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学校等関係機関との連携・協働の場にともに参加している地域が
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地域がある
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とくになし

その他

全 体（n=1,331) 市（n=606） 区（n=131） 町村（n=594） d
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